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問 各種基金の積み立てについて
①基金の積立状況について

　合併以来、本市は堅実な財政運営に努
めてきた結果、財政調整基金をはじめと
した各種積立金の昨年度末現在の残高は
９９億円強に達しているとのことである。
市発足以来、どのような経過を辿り、現
在どのような状況となっているのか。
②経済財政諮問会議等における議論の経
過について
　こうした基金が全国の自治体で積み上
がっている状況から、一昨年来から経済
財政諮問会議などで「新たな埋蔵金」な
どと揶揄されるなど、問題として俎上に
載せられている。財務省としては、赤字
国債を発行して地方自治体の財源の確保
に努めている一方で、地方全体で２１兆円
を超える基金が積み上がっているのはい
かがなものかとしており、総務省との間
で激しい論戦が続いている。本市として
は、こうした議論の経過をどう受け止め
ているのか。
③今後の基金の活用等について
　子育て支援策などに力を注いできた一
方で、各種補助金の一律カット、例えば
福祉入浴券などの各種施策の廃止や公共
施設の統・廃合などの行財政改革を進
め、合併以前より市民サービスを低下さ
せてきた部分が少なからずあることは否

めない事実である。したがって、そうし
た中で積み上がった各種の基金をこれか
らどう活用していこうとしているのか、
市当局には市民の皆さんに対して一定の
方針を示すとともに、わかりやすく説明
し、やっぱり射水市に住み続けていきた
いと納得していただく責任があると考え
るが見解を問う。

　猛威を振るった冬将軍も去り、緑が輝く季節がやっと到来しました。皆様にはいかが
お過ごしでしょうか
　さて、去る ２月２８日から ３月１９日までの間、今年度の当初予算等を審議する市議会 ３
月定例会が開催されました。その中で私が行いました質疑の概要をご報告いたします。

答 ①合併直後の２００６年度末の基金
残高は、約２６．５億円で、その内

訳としては、財政調整基金が約９．３億
円、減債基金が ５千万円、小中学校の大
規模改造など投資的経費に対応するため
の公共施設建設基金など特定目的基金が
約１６．７億円であった。
　これらに加え、２００８年度には、地域の
一体感の醸成、福祉増進を目的とし、合
併特例事業債を財源とした合併地域振興
基金の造成、２００９年度には、新庁舎建設
を目的とした統合庁舎建設基金を造成す
るなど、将来を見据え、計画的に積立て
てきたところであり、２０１６年度末までの
基金残高は、約９９．７億円となっている。
その内訳としては、財政調整基金が約
３８．７億円、減債基金が約７．９億円となっ
ている。また、その他の特定目的基金は
約５３．１億円で、主な内訳として、公共施
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設建設等基金が約１２．９億円、合併地域振
興基金が約３６．７億円となっている。
　この間、基金全体で約７３．２億円を積立
てており、主な基金の積立額としては、
財政調整基金が約２９．３億円、減債基金が
約７．４億円、その他の特定目的基金が約
３６．５億円となっている。
②経済財政諮問会議等において、地方の
基金が増加傾向にあることをもって、地
方財政に余裕があり、地方への一般財源
を削減すべきとの議論があったというこ
とは認識している。本市においては、将
来を見据え、行財政改革に積極的に取り
組むとともに、雪害対策や災害対応など
不測の事態に対応するため、計画的に基
金の積立てを行ってきたところである。
一方、総務省の調査では、基金増加の ３
分の １は普通交付税の不交付団体、いわ
ゆる財源的に裕福な団体が占めていると
報告されていることからも、地方の基金
が増加傾向であることのみを注視し、自
治体ごとに異なる財政状況を踏まえるこ
となく、地方一般財源を削減すること
は、決して容認できるものではない。
　しかしながら、財務省においては、依
然として基金の必要性・内容の更なる分
析や、各年度に必要となる財源保障の適
正規模の精査等を行いつつ、引き続き、
必要な取組を検討するとしている。本市
としては、全国市長会等を通じて、自治
体の行政運営に必要な財政需要について
的確に地方財政計画に反映させ、安定的
な財政運営に必要な一般財源を確保する
よう、引き続き国に働きかけていく。

③基金の活用については、「中長期財政
計画」でお示ししたとおり、厳しい財政
状況が予想されることを踏まえ、今後見
込まれる財源不足を解消するために活用
することとしている。主な基金の活用方
法としては、合併地域振興基金について
は、合併特例措置の縮減に対応するた
め、これまで積み立ててきたところであ
り、毎年度の当初予算編成時に見込まれ
る財源不足に優先的に活用することとし
ている。公共施設建設等基金について
は、中長期財政計画に計上した投資的経
費の財源として活用することとしてい
る。また、財政調整基金については、雪
害対策や災害対応など、当初予算では見
込むことのできない財政需要が生じた場
合に活用していくこととしており、今冬
の大雪への対応として、７．５億円を繰り入
れしていることからも、基金の積立ては
大変重要であると考えている。
　今後も、普通交付税の一本算定による
歳入減や高齢化に伴う社会保障関係費、
更には、公共施設等の老朽化に伴う維持
修繕費の増などの影響により財源不足の
規模が拡大していくことが予想され、基
金への依存度がますます高まるものと想
定される。このことからも、基金に過度
に依存しない健全財政を堅持するため、
将来を見据えた行財政改革に取り組んで
いくことが重要である。なお、各種基金
の推移については、これまでも市報やホ
ームページに決算状況を掲載し、市民の
皆さんにお知らせしているところであ
り、引き続き基金の活用方針を含め、本
市の財政状況の周知に努めていく。

◎沢村の意見

　地方の基金残高について総務省と財務省が対立しているということですが、実際のところはど
うでしょうか。いずれにしても、地方の基金に対する国のスタンスについては、今年 ６月に発表
される見込みの経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）２０１８で一定の方針が示されるものと
予想されます。その動向を充分注視していかなければなりません。
　国レベルでは２１兆円、射水市では１００億円という数字が独り歩きをしていると思います。それ
を問題視している方たちに、基金は、無計画に積み立てているのではなく、なんのために、どれ
だけ必要であるのか丁寧な説明をしていくべきだと考えます。
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問 人材の確保について
①最近の職員採用試験の応募
　状況について

　少子高齢社会の進展により労働人口が
絶対的に不足してきていることを受け
て、どの企業も人材の確保に苦労してい
る状態とのことである。これを受けて、
おしなべて民間企業は勤務条件等の待遇
を改善しつつあることからか、最近は学
生の皆さんの中でも民間志望が増えつつ
あり、公務員志望は減少しつつあると聞
いている。こうした中でも将来の射水市
を背負って立つ人材を確保していかなけ
ればならないのは当然のことだが、本市
の最近の職員採用試験の状況について問
う。
②処遇の改善について
　かつての就職氷河期は過去のことであ
り、完全に売り手市場に移行しているも
のと思うが、そうした中で優秀な人材を
確保するためには、いかに人生をかける
価値がある職場であるかアピールする必
要があると考える。今定例会で定数条例
の改正が提案されているが、合併以来、
普通会計ベースで２３３人、率にして２６％
の人員減、人件費は２１．６億円強の減、人
件費比率も２０．３％から１１．５％への減とギ
リギリの態勢となっており、まさに限界
に近い状態ではないか。さらには、昨年
末に発表された本市のラスパイレス指数
は９４．６であり、県内１０市中 ９位、３つの
町よりも低く、全国の類似の地方自治体
中でも最下位レベルということである。
これから就職しようとしている方たちに
とって魅力ある職場とするだけでなく、
現在、働いている皆さんの士気の高揚を
図るためにも、大胆な処遇の改善が必要
であると考えるが、見解を問う。

定員 ８名に対し、１７名で、競争倍率は２．１
倍であった。また、２０１６年度試験は、行
政職の募集定員１１名に対し、受験者数は
８５名で、競争倍率は７．７倍、土木職は募
集定員 ５名に対し、１１名で、競争倍率は
２．２倍であった。２０１７年度試験は、行政職
の募集定員 ９名に対し、受験者数が１００
名で、競争倍率は１１．１倍、土木職は募集
定員 ４名に対し、受験者数は ６名で、競
争倍率は１．５倍であった。行政職につい
ては、競争倍率が高くなっている一方、
土木職については、応募者が減少傾向に
ある。引き続き、受験者の獲得に向け、
就職説明会の開催やホームページにおけ
る職員採用情報の充実などの取組を進め
ていく。
②人事評価制度を活用し、適正な処遇へ
の反映に努めているところである。人事
管理面では、能力・実績に応じ、主査を
はじめ係長、管理職への登用を積極的に
行っており、給与面においても、同様に
職務・職責に応じた的確な処遇をしてい
る。本市ラスパイレス指数は、県内各市
と比較しても下位に位置することは認識
している。特に今年度は、本市の職員構
成に国家公務員と著しく相違する階層が
あり、指数に大きく影響しているため
で、一時的な要因も含んでいるものと捉
えている。
　このことからも、大幅な処遇改善は考
えていないが、人材の確保や職員のモチ
ベーションは重要であり、引き続き、人
事・給与の運用において、適正な評価を
行い、的確に処遇に反映させていく。
　また、職員が健康で安心して働き続け
ることができる勤務環境の充実も必要で
あり、時間外勤務の縮減や休暇の取得促
進、早出遅出勤務制度の活用、仕事と家
庭の両立支援など、魅力ある公務職場の
実現に取り組んでいく。答 ①直近 ３か年の職員採用試験の

状況は、２０１５年度試験は、行政
職の募集定員１５名に対し、受験者数は９４
名で、競争倍率は６．３倍、土木職は募集
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◎沢村の意見

　昨年の１２月議会でも質問しましたが、中には職員の半数以上が臨時・非常勤職員で占められて
おり、正規職員とほぼ同等の業務をしている職場もあります。そういう状態では、ガバナンス的
にもリスク・マネジメント的にもいかがなものでしょうか？安心・安全な住民サービスを提供す
るためにも、そういう状態をぜひ改善し、優秀な学生の皆さんに選ばれる職場としていかなけれ
ばなりません。

ご意見をお聞かせください！

沢村おさむの自宅：〒934－0054　射水市神楽町55
　　　　　　　　　（市民病院のすぐ近くです。）
TEL0766−84−0655／FAX0766−84−0695
E-Mail：o_sawamura@po9.canet.ne.jp

沢村おさむへのご意見・ご要望・激励
をお待ちしています。

＝＝＝旧新湊庁舎跡地の利活用の方向性が示されました＝＝＝
　３月 ８日に開催された市議会全員協議会で、旧新湊庁舎跡地の利活用について、公募
型プロポーザルで事業者を募集したところ、１社のみ応募があり、その提案内容に沿っ
て事業を実施していきたいと市当局から説明がありました。
　新湊地区センター、多目的ホール、観光案内所、児童図書室や学習室などを配置した
平屋建て約１，８００㎡の複合交流施設を整備するという内容です。地元ＮＰＯ法人と連携
して運営、観光と交通、交流の拠点を目指すとしています。当日の説明では、宿泊施設
の誘致は困難とのことでしたが、その翌日に、当該地に地元のホテルの第一イン新湊が
進出を検討しているとの新聞報道がありました。� イメージ図

平面図

インターネットで一般質問＆
予算特別委員会の録画がご覧
になれます！


